
 

 

令和 2 年 11 月 19 日  

第１回北九州市小中一貫教育検討会議 

資料５ 

 
中央教育審議会令和２年 11 月 13 日新しい時代の初等中等教育の在り方特別部会(第 18 回) 

 
 

「令和の日本型学校教育」の構築を目指して 
〜全ての子供たちの可能性を引き出す，個別最適な学びと，協働的な学びの実現〜 

（答申素案） 
 
第Ⅱ部 各論 
 
２．９年間を⾒通した新時代の義務教育の在り方について 
 

（１）基本的な考え方 
 
○ 義務教育は，憲法や教育基本法に基づき，全ての児童生徒に対し，各個人の有する能⼒を

伸ばしつつ社会において⾃⽴的に生きる基礎や，国家や社会の形成者として必要とされる基本的
な資質を養うことを目的とするものである。社会が劇的に変化し先⾏き不透明な時代だからこそ，
人材育成の基盤である義務教育は一層重要な意義を持つものであり，我が国のどの地域で生ま
れ育っても，知・徳・体のバランスのとれた質の高い義務教育を受けられるようにすることが国の責務
である。 

 
○ 中央教育審議会の答申を踏まえ，平成 18（2006）年の教育基本法改正により義務教育

の目的が定められ（第５条２項），続く平成 19（2007）年の学校教育法改正により小・中
学校共通の目標として義務教育の目標規定が新設（第 21 条）された。また，平成 27
（2015）年の学校教育法の改正等により小中一貫教育制度が整備され，各地域において小
中一貫教育の取組みが進展しつつある。このような中，新学習指導要領の着実な実施により義務
教育の目的・目標を達成する観点から，小学校６年間，中学校３年間と分断するのではなく，
９年間を通した教育課程，指導体制，教師の養成等の在り方について一体的に検討を進める
必要がある。 

 
○ また，児童生徒が多様化し学校が様々な課題を抱える中にあっても，義務教育において決して

誰一人取り残さない，ということを徹底する必要がある。このため，一人一人の能⼒，適性等に応
じ，その意欲を高めやりたいことを深められる教育を実現するとともに，学校を安全・安心な居場所
として保障し，様々な事情を抱える多様な子供たちが，実態として学校教育の外に置かれてしま
わないように取り組むことが必要である。また，多様性を尊重する態度や互いのよさを生かして協働
する⼒，持続可能な社会づくりに向けた態度，リーダーシップやチームワーク，感性，優しさや思い
やりなどの人間性等を育むことも重要である。こうした観点からも，特別支援学校に在籍する児童
生徒が居住する地域の学校に副次的な籍を置く取組を進めるなど，義務教育段階における特別
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支援教育のより一層の充実を図ることが重要である。 
 

（３）義務教育９年間を⾒通した教科担任制の在り方 
 

①小学校高学年からの教科担任制の導入 
○ 義務教育の目的・目標を踏まえ，育成を目指す資質・能⼒を確実に育むためには，各教科等

の系統性を踏まえ，学年間・学校間の接続を円滑なものとし，義務教育９年間を⾒通した教育
課程を支える指導体制の構築が必要である。 

 
○ 児童生徒の発達の段階を踏まえれば，児童の心身が発達し一般的に抽象的な思考⼒が高まり，

これに対応して各教科等の学習が高度化する小学校高学年では，日常の事象や身近な事柄に
基礎を置いて学習を進める小学校における学習指導の特⻑を生かしながら，中学校以上のより抽
象的で高度な学習を⾒通し，系統的な指導による中学校への円滑な接続を図ることが求められる。 

 
○ また，多様な子供たち一人一人の資質・能⼒の育成に向けた個別最適な学びを実現する観点

からは，GIGA スクール構想による「１人１台端末」環境下での ICT の効果的な活用と相俟っ
て，個々の児童生徒の学習状況を把握し，教科指導の専門性を持った教師によるきめ細かな指
導を可能とする教科担任制の導入により，授業の質の向上を図り，児童一人一人の学習内容の
理解度・定着度の向上と学びの高度化を図ることが重要である。 

 
○ さらに，小学校における教科担任制の導入は，教師の持ちコマ数の軽減や授業準備の効率化

により，学校教育活動の充実や教師の負担軽減に資するものである。 
 
○ これらのことを踏まえ，小学校高学年からの教科担任制を（令和４（2022）年度を目途に）

本格的に導入する必要がある。 
 
○ 導入に当たっては，地域の実情に応じて多様な実践が⾏われている現状も考慮しつつ，専科指

導の対象とすべき教科や学校規模（学級数）・地理的条件に着目した教育環境の違いを踏まえ，
義務教育９年間を⾒通した効果的な指導体制の在り方を検討する必要がある。また，義務教育
学校化や広域・複数校による小中一貫教育の導入を含めた小中学校の連携を促進する必要があ
る。 

 
○ 専科指導の対象とすべき教科については，系統的な学びの重要性，教科指導の専門性といっ

た観点から検討する必要があるが，グローバル化の進展や STEAM 教育の充実・強化に向けた
社会的要請の高まりを踏まえれば，例えば，外国語・理科・算数を対象とすることが考えられる。
当該教科の専科指導の専門性の担保方策や専門性を有する人材確保方策と併せ，教科担任
制の導入に必要な教員定数の確保に向けた検討を進める必要がある。 
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②義務教育９年間を⾒通した教師の養成等の在り方 
○ 現⾏制度においても，大学で最初に取得した教諭の免許状を基礎として，勤務経験と講習の

受講の組み合わせによって他の学校種の教諭の免許状を取得することや，中学校教諭の免許状
を保有する教員が小学校で当該免許状の教科を教えることが可能となるなど，教員免許状に係る
学校間の垣根は低くなってきている。 

 
○ 教科担任制の導入なども踏まえ，教師には，一層，学校段階間の接続を⾒通して指導する⼒

や，教科横断的な視点で学習内容を組み⽴てる⼒など，総合的な指導⼒を教職生涯を通じて
身に付けることが求められる。このため，教員養成段階では，小学校教諭の免許状と中学校教諭
の免許状の両方の教職課程を修了し，両方の免許状を取得することが望ましいが，２つの教職
課程を同時に学生に求めることは学習範囲も広範にわたり，負担が大きい。 

 
○ このため，従来，小学校と中学校の教職課程それぞれに開設を求めていた授業科目を共通に

開設できる特例を設けることにより，学生が小学校と中学校の教諭の免許状を取得しやすい環境
を整備する必要がある。 

 
○ また，一定の勤務経験を有する教師は一定の講習を受講することで他の学校種の教諭の免許

状を取得することが可能だが，中学校教諭の免許状を保有する者が小学校で専科教員として勤
務した場合の経験年数は，現状ではこの勤務年数として算定されていない。 

 
○ このため，中学校教諭の免許状を保有する者が小学校教諭の免許状を取得しやすくなるよう，

小学校で専科教員として勤務した場合の経験年数を算定できるよう要件を弾⼒化する必要がある。 


